
大阪市政記者カード交付細則 

                          制定 平成 24 年 12 月 11 日 

 

（趣旨） 

第1条 この細則は、大阪市政記者カード交付要綱の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（庶務） 

第2条 記者カードの交付等にかかる事務は、政策企画室報道担当において処理する。 

（申請書） 

第3条 記者カードの交付にかかる申請書の様式は別記様式 1 とする。 

  2 記者カードの再交付にかかる申請書の様式は別記様式 2 とする。 

 

附則  この細則は、平成 25 年 1 月 4 日から実施する。 

附則  この細則は、平成 30 年 9 月 1 日から実施する。 

附則  この細則は、令和元年 5 月 1 日から実施する。 

附則  この細則は、令和 3 年 1 月 15 日から実施する。 

  



別記様式 1 

 

大阪市政記者クラブ員名義変更届・大阪市政記者カード交付申請書 

 

                             令和  年  月  日 

 

大阪市政記者クラブ 御中 

大阪市政策企画室長 様 

 

                        社名 

                        氏名              

 

 

 大阪市政記者クラブ加盟の当社担当記者名義を下記のとおり変更します。 

また新たな記者について、顔写真データを提出し大阪市政記者カードの交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

新： 

 

 

旧： 

 

 

 なお、名義変更に伴い携帯番号およびメールアドレスの変更をお知らせします。 

 

登録： 

 

削除： 

 

 

 

 

 



別記様式 2 

 

大阪市政記者カード再交付申請書 

 

                             令和  年  月  日 

 

大阪市政策企画室長 様 

 

                        社名 

                        氏名              

 

 

 次の理由により、再交付を申請します。 

 

 

1 記載事項変更 

新 ：                                     

旧 ：                                     

 

2 紛失 

紛失日時 ： 令和  年  月  日 

紛失場所 ：                          （付近・不明） 

 

3 き損 

内容 ：                                     

                                             

 

4 有効期間満了 

有効期間 ： 令和  年  月  日～令和  年  月  日 

 

 

＊ 該当事項の番号（1～4）に○をしてください。 

＊ 顔写真データが必要な場合は別途連絡します。 


